
浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

1 ○ 2 I 3 (3)
 （３）ライフサイクルコ

ストの縮減

空調設備、受変電設備の増強等の設置に係る初期費用、維持管理費用及び機器
更新費用、運営方法を含めたライフサイクルコストの縮減に配慮した設計及び維持
管理を行う。

空調設備、受変電設備の増強等の設置に係る初期費用、維持管理費用、空調設
備の運用に係るエネルギー費用及び機器更新費用、運営方法を含めたライフサイ
クルコストの縮減に配慮した設計及び維持管理を行う。

2 ○ 2 I 3 (4)  （４）環境への配慮

地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用及びリサイクル材の利用等に
留意するとともに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量の削減に貢献す
るよう、施工段階から運用期間まで環境保全に留意する。また、学校教育環境及び
周辺地域環境に対する影響を十分検討したうえで、必要な措置を講じる。

地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用及びリサイクル材の利用等に
留意するとともに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量の削減に貢献す
るよう、施工段階から運用期間まで環境保全に留意する。また、学校教育環境及び
周辺地域環境に対する影響を十分検討したうえで、必要な措置を講じる。
児童・生徒の環境教育等において、将来的な環境負荷低減に繋がる有益な方策を
講じる。

3 ○ 4 I 11
 １１本事業のスケ

ジュール
－

全ての空調設備等の引渡しは、2027（令和9）年3月末までに行うこととする。また、
引渡し時期は以下に示す4期間設け、4期間のいずれかで引渡しを行うこととする。
期間ごとの対象校は、事業者の提案に委ねることとする。事業者提案に基づき、各
引渡し時期に属する対象校の当該空調設備等の引渡しは、各引渡し時期の末日ま
でに行うこととする。

 （ア）第1期：2025（令和7）年11月末まで
 （イ）第2期：2025（令和7）年12月から2026（令和8）年5月末まで
 （ウ）第3期：2026（令和8）年6月から2026（令和8）年11月末まで
 （エ）第4期：2026（令和8）年12月から2027（令和9）年3月末まで

提案にあたっては、引渡し時期ごとの設計・施工業務の工程表を作成すること。ま
た、対象校ごとの「各校別設計・施工業務の工程表」は、様式集に添付する参考資
料として提出すること。対象校ごとの当該空調設備等の引渡し日は、当該対象校が
属する期間内であり、かつ、入札価格の変更を伴わない範囲において、事業契約
締結後の学校との調整等を踏まえた変更を妨げるものではない。

4 ○ 5 I 13
 １３事業期間終了後

の措置
－

選定事業者は、事業期間終了後も、事業期間終了時に対応する経過年数における
性能として提案した水準が保たれていない空調設備等があるときは、当該空調設
備等を当該要求水準に補修（交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む）して、
市に引き継ぎを行うこと。
また、事業終了後に市が継続的に維持管理を行えるよう、維持管理業務の引き継
ぎを行うこと。

5 ○ 6 II 1 (3)
 （３）設計体制及び管

理技術者の配置

設計業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を管理技術者及び設計
担当者として配置し、設計業務着手前に市の承認を得る。なお、設計業務の履行期
間中において、その者が管理技術者もしくは設計担当者として著しく不適当と市が
みなした場合、速やかに適正な措置を講じる。

設計業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を管理技術者及び設計
担当者として配置し、設計業務着手前に市の確認を受ける。なお、設計業務の履行
期間中において、その者が管理技術者もしくは設計担当者として著しく不適当と市
がみなした場合、速やかに適正な措置を講じる。

6 ○ 7 II 1 (6)
 （６）業務の報告及び

書類・図書等の提出

選定事業者は、定期的に市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を行うと
ともに、別紙3に示す書類・図書等を、様式を含めて作成のうえ、市に提出し承認を
得る。

選定事業者は、定期的に市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を行うと
ともに、別紙3に示す提出書類・図書等を、様式を含めて作成のうえ、市に提出し確
認を受ける。また、作成書類については、市へ提出が不要なものについてもSPCに
て作成し適切に管理すること。

7 ○ 10 II 3 (1) (キ)
 （１）空調設備等の一

般的要件

 （キ）別紙6の屋内条件を満たすこと。そのために、空調負荷計算に基づき機器能力
を設定すること。なお、外気温度、室内温度及び配管長等による機器能力の補正
は、実際に使用する機器の能力特性を用いてよい。

 （キ）別紙7の運用室内温度条件を満たすこと。そのために、空調負荷計算に基づき
機器能力を設定すること。なお、外気温度、室内温度及び配管長等による機器能力
の補正は、実際に使用する機器の能力特性を用いてよい。

8 ○ 16 III 1 (3)
 （３）業務体制及び管

理技術者の配置
施工発注業務を遂行するにあたっては、建設業法の規定を遵守し、以下に示す有
資格者等を配置し、施工発注業務着手前に市に提出して承認を得る。

施工発注業務を遂行するにあたっては、建設業法の規定を遵守し、以下に示す有
資格者等を配置し、施工発注業務着手前に市に提出して確認を受ける。

9 ○ 16 III 1 (5)
 （５）業務の報告及び

書類・図書等の提出

選定事業者は、施工計画書に基づき定期的に市に対して施工発注業務の進捗状
況の説明及び報告を行うとともに、別紙4に示す書類・図書等を市に提出し、承認を
得る。

選定事業者は、施工計画書に基づき定期的に市に対して施工発注業務の進捗状
況の説明及び報告を行うとともに、別紙4に示す提出書類・図書等を市に提出し、確
認を受ける。また、作成書類については、市へ提出が不要なものについてもSPCに
て作成し適切に管理すること。

10 ○ 21 IV 1 (3)
 （３）工事監理者の配

置

工事監理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を配置し、工事監
理業務着手前に市に提出して承認を得る。また、工事監理者の承認を市から得た
後、対象校に通知する。

工事監理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を配置し、工事監
理業務着手前に市に提出して確認を受ける。また、工事監理者の確認を市から受
けた後、対象校に通知する。

11 ○ 21 IV 1 (4)
 （４）業務の報告及び

書類・図書等の提出
定期的に市に対して、工事及び工事監理の状況の説明及び報告を行うとともに、別
紙５に示す書類・図書等を市に提出し、承認を得る。

定期的に市に対して、工事及び工事監理の状況の説明及び報告を行うとともに、別
紙５に示す提出書類・図書等を市に提出し、確認を受ける。また、作成書類につい
ては、市へ提出が不要なものについてもSPCにて作成し適切に管理すること。
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

12 ○ 24 VI 1 (3) (ア)
 （３）維持管理担当技

術者の配置

 （ア）維持管理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を担当技術者
として配置し、業務着手前に市の承認を得る。なお、維持管理業務の履行期間中に
おいて、その者が担当技術者として著しく不適当と市がみなした場合、速やかに適
正な措置を講じる。

 （ア）維持管理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を担当技術者
として配置し、業務着手前に市の確認を受ける。なお、維持管理業務の履行期間中
において、その者が担当技術者として著しく不適当と市がみなした場合、速やかに
適正な措置を講じる。

13 ○ 26 VI 2 (3) (ウ)  （３）緊急時の対応等 －
 （ウ）空調設備等の故障等の不具合発生時に、市及び各対象校からの問合せ及び

照会等を受付ける窓口を設置し、連絡体制等を市及び各対象校に事前に周知す
る。

14 ○ 39
別紙３　提出書類及
び作成書類一覧(設
計業務)

別紙３　提出書類一覧(設計業務) 別紙３　提出書類及び作成書類一覧(設計業務)

15 ○ 39 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

１　着手前に提出する書類 １　着手前に提出及び作成する書類

16 ○ 39 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

17 ○ 39 2
２　設計中に提出及
び作成する書類

２　設計中に提出する書類 ２　設計中に提出及び作成する書類

18 ○ 39 2

19 ○ 39 3
３　設計完了時に提
出及び作成する書類

３　設計完了時に提出する書類 ３　設計完了時に提出及び作成する書類

20 ○ 39 3
３　設計完了時に提
出及び作成する書類

21 ○ 39 3
３　設計完了時に提
出及び作成する書類

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていること
を確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※2　　校舎等への荷重が変わる場合は、構造計算書で確認を行った旨を報告書と
して提出する。 

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていること
を確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※2　　機器の配置等で校舎等へかかる荷重が変わる場合は、構造計算書で確認
を行い、その内容を報告すること。 
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

22 ○ 40
別紙４　提出書類及
び作成書類一覧（施
工発注業務）

別紙４　提出書類一覧（施工発注業務） 別紙４　提出書類及び作成書類一覧（施工発注業務）

23 ○ 40 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

１　着手前に提出する書類 １　着手前に提出及び作成する書類

24 ○ 40 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

25 ○ 40 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていること
を確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていること
を確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※学校別の工事看板への掲示する書類は、公共工事に準じること。
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

26 ○ 41 2
２　工事中間に提出
及び作成する書類

２　工事中間に提出する書類 ２　工事中間に提出及び作成する書類

27 ○ 41 2
２　工事中間に提出
及び作成する書類
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

28 ○ 42 3
３　工事完成時に提
出及び作成する書類

３　工事完成時に提出する書類 ３　工事完成時に提出及び作成する書類

-

29
３　工事完成時に提
出及び作成する書類

3○ 42
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

30 ○ 43 3
３　工事完成時に提
出及び作成する書類

31 ○ 44
別紙５　提出書類及
び作成書類一覧(監
理業務)

別紙５　提出書類一覧(監理業務) 別紙５　提出書類及び作成書類一覧(監理業務)

32 ○ 44 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

１　着手前に提出する書類 １　着手前に提出及び作成する書類

33 ○ 44 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

34 ○ 44 1
１　着手前に提出及
び作成する書類

35 ○ 44 1
１　着手前に提出及
び作成する書類
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浜松市立小中学校特別教室空調整備事業
（参考）要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 本編 別紙 頁 I 1 (1) ① ア （ア） 項目等 修正前 修正後

36 ○ 46
別紙７　空調環境の
標準提供条件
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